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豊中市老人福祉施設等災害復旧費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた老人福祉施設等の

速やかな復旧を図るため、老人福祉施設等の災害復旧事業を行う社会福祉法人等に対し、豊中市老人福祉施設

等災害復旧費補助金（以下「補助金」という。）を交付するために、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において老人福祉施設等とは、別表第１に掲げる分類の施設をいう。 

 

（補助金の交付の対象等） 

第３条 補助金の交付の対象は、別表第２の第１欄に定める施設の種類ごとに、同表第２欄に定める設置根拠等

により同表第３欄に定める設置者が設置する施設に係る災害復旧事業とし、その補助率については、それぞれ

同表の第４欄に定めるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用については、補助金の交付の対象外とする。 

 (1) 土地の買収又は整地に要する費用（災害による地形地盤の変動によって生じた地割れ等の復旧に要する費

用を除く。） 

(2) 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を復旧することより、効率的であると認められる場合に

おける当該建物の買収を除く。）に要する費用 

(3) 職員等の宿舎に要する費用 

(4) 災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの 

(5) 明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたものと認められる災害に係るもの 

(6) その他災害復旧費として適当と認められない費用 

 

（補助金の交付の算定方法） 

第４条 補助金の算定は、次に掲げる方法により算出された額（当該額に１，０００円未満の端数が生じた場合

にはこれを切り捨てる。）を上限として、予算の範囲内において市長が決定することとする。 

(1) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表第３の第２欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事

業費から寄付金その他の収入額（社会福祉法人の場合は寄付金収入額を除く。以下同じ。）を控除した額を

比較して少ない方の額を選定する。 

(2) 別表第２の第１欄に定める施設の種類ごとに、別表第３の第１欄により算出した基準額の合計額を算出す

る。 

(3) 第１号により選定された額と、前号により算出した額を比較して少ない方の額に、別表第２の第４欄に定

める補助率を乗じて得た額とする。 

 

（補助金の交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金交付申請書（様式第１号）に市

長が別に定める必要書類を添えて、市長が別に定める期限までに申請しなければならない。 

  

（補助金の交付の決定等） 

第６条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、次に掲げる条件その

他必要な条件を付して補助金の交付の決定し、補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に対し

て通知するものとする。 

(1) 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の内容のうち、次のものを変更する場合に

は、市長の承認を受けなければならない。 

ア 建物の規模、構造又は用途（施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。） 

イ 建物の設置場所の変更 

ウ 入所定員又は利用定員 



 - 2 - 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に

報告してその指示を受けなければならない。 

(4) 補助事業により取得し又は効用の増加した不動産及びその従物については、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適化法施行令」という。）第１４条第１項

第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の

交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。 

(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納

付させることがある。 

(6) 補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者

の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 

(7) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額が確定した場合（仕入控除税額０円の場合を含む。）は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額報告書（様式第１１号）により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度５月３１日

までに市長に報告しなければならない。 

  なお、補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一

支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費

税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

また、市長に報告があった結果、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控

除税額を市に納付しなければならない。 

(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、

当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承

認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得

し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は

適化法施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか

遅い日まで保管しておかなければならない。 

(9) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならな

い。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。 

(10) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が

当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

(11) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱い

に準拠しなければならない。 

(12) この補助に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金の交付を受けてはならない。 

 

（変更の申請等） 

第７条 補助事業者は、補助金の交付の決定後の事情の変更により、補助事業の内容等に変更があった場合又は

交付を辞退する場合は、補助金交付変更申請書（様式第３号）に市長が別に定める必要書類を添えて、市長が

別に定める期限までに申請しなければならない。 

２ 市長は、補助事業者から前項の申請があったときは、これを審査し、必要と認めるときは、交付の決定を取り

消し、又は変更し、補助金交付取消・変更通知書（様式第４号）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書（様式第５号）に市長が別に定める必要

書類を添えて、補助事業の完了日から起算して２５日を経過した日又は補助事業の完了日の属する年度の３月

末のいずれか早い日までに報告しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査し、当該報告の内容が補助金交付決定

通知書の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書（様式第６
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号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の精算交付の申請） 

第１０条 第５条の規定及び第８条の規定にかかわらず、補助金の交付の申請時において既に補助事業を完了して

いる場合にあって、精算交付を受けようとする者（以下「精算交付申請者」という。）は、補助金交付申請兼実

績報告書（様式第７号）に市長が別に定める必要書類を添えて、市長が別に定める期限までに申請及び報告しな

ければならない。 

２ 市長は、前項の申請及び報告があったときは、その内容を審査し、市長は、前項の申請及び報告があっ

たときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、第６条第１項第４号から第８号及び第１２号に掲げる条

件その他必要な条件を付して補助金の交付を決定するとともに、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付

決定兼交付確定通知書（様式第８号）により精算交付申請者に対して通知するものとする。 

 

（補助金の交付等） 

第１１条 市長は、第９条の規定若しくは第１０条の規定による補助金の額の確定を行った後に補助金を交付す

るものとする。ただし、市長は、事業遂行上必要があると認めたときは、事前に概算額を交付することができ

る。 

２ 補助金の請求は、補助金請求書（様式第１０号）により行うものとする。 

 

（決定の取消し） 

第１２条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又

は一部を取り消すものとする。 

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき 

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく市長の指示に違反した

とき 

 

（補助金の返還） 

第１３条 市長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに

係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命じるものと

する。 

２ 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付さ

れているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命じるものとする。 

 

（雑則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附則 

（施行期日） 

この要綱は、平成３０年９月１日から施行し、同年４月１日から適用する。 
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別表第１（第２条関係） 

区分 大分類 中分類 小分類 

１ 老人福祉法（昭和３８年法
律第１３３号）第５条の３に
基づく老人福祉施設、同法第
５条の２第６項に基づく住
居としての認知症高齢者グ
ループホーム、平成６年９月
１４日老計第１２０号厚生
省老人保健福祉局長通知「在
宅複合型施設の整備につい
て」に基づく在宅複合施設、
平成１２年９月２７日老発
第６５５号厚生省老人保健
福祉局長通知「高齢者生活福
祉センター運営事業につい
て」に基づく生活支援ハウス
（高齢者生活福祉センタ
ー）、介護保険法（平成９年
法律第１２３号）第８条第２
８項に基づく介護老人保健
施設、同法第８条第２９項に
基づく介護医療院、同法第８
条第４項に基づく訪問看護
の事業を行う事業所として
の訪問看護ステーション、老
人福祉法第５条の２第５項
に基づく小規模多機能型居
宅介護事業を行う拠点とし
ての小規模多機能型居宅介
護拠点、老人福祉法第５条の
２第２項に基づく老人居宅
介護等事業を行う事業所の
うち、夜間対応型訪問介護事
業を行う事業所としての夜
間対応型訪問介護ステーシ
ョン、平成１８年５月２９日
老発第０５２９００１号厚
生労働省老健局長通知「地域
介護・福祉空間整備等交付金
及び地域介護・福祉空間推進
交付金の実施について」に基
づく介護予防拠点、介護保険
法第１１５条の４６に基づ
く地域包括支援センター及
び同法第８条第１５条に基
づく定期巡回・随時対応型訪
問介護看護を行う事業所と
しての定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業所、同法第
８条第２３項に基づく複合
型サービスを行う事業所と
しての看護小規模多機能型
居宅介護事業所（以下「老人
福祉施設等」という。） 

 

老人福祉施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
認知症高齢者グループ
ホーム 
 
在宅複合型施設 
 
生活支援ハウス 
 
介護老人保健施設 
 
介護医療院 
 
訪問看護ステーション 
 
小規模多機能型居宅介
護事業所 
 
夜間対応型訪問介護ス
テーション 
 
介護予防拠点 
 
地域包括支援センター 
 
定期巡回・随時対応型訪
問介護看護事業所 
 
看護小規模多機能型居
宅介護事業所 
 

老人デイサービスセン
ター 
老人短期入所施設 
養護老人ホーム 
特別養護老人ホーム 
軽費老人ホーム 
 
 
 
 
老人福祉センター 
 
 
 
 
 
 
 
老人介護支援センター 
 
 

 
 
 
 
 
軽費老人ホーム（Ａ型） 
軽費老人ホーム（Ｂ型） 
軽費老人ホーム（ケアハ
ウス） 
都市型軽費老人ホーム 
老人福祉センター（Ａ
型） 
老人福祉センター（特Ａ
型） 
老人福祉センター（Ｂ
型） 
老人福祉施設付設作業
所 
在宅介護支援センター 
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別表第２（第３条及び第４条関係） 

施設の種類 設置根拠等 設置者 補助率 

１ 老人福祉施設等 

ｱ 老人デイサービスセン

ター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｲ 老人短期入所施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｳ 養護老人ホ－ム及び特

別養護老人ホーム 

 

ｴ 軽費老人ホーム（Ａ型） 

 

 

ｵ 軽費老人ホーム（Ｂ型） 

 

 

ｶ 軽費老人ホーム（ケア

ハウス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｷ 都市型軽費老人ホーム 

 

 

 

 

 

老人福祉法第１５条第２

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉法第１５条第２

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉法第１５条第３

項又は第４項 

 

老人福祉法第１５条第５

項 

 

老人福祉法第１５条第５

項 

 

老人福祉法第１５条第５

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉法第１５条第５

項 

 

 

 

 

(ｱ)社会福祉法人 

(ｲ)地域介護・福祉空間整

備等施設整備交付金、介護

基盤緊急整備臨時特例交

付金、医療介護提供体制改

革推進交付金の交付の対

象である、若しくは過去に

交付の対象であった施設

を有する民間事業者（社会

福祉法人を除く。以下同

じ。） 

 

(ｱ)社会福祉法人 

(ｲ)地域介護・福祉空間整

備等施設整備交付金、介護

基盤緊急整備臨時特例交

付金、医療介護提供体制改

革推進交付金の交付の対

象である、若しくは過去に

交付の対象であった施設

を有する民間事業者 

 

(ｱ)社会福祉法人 

 

 

(ｱ)社会福祉法人 

 

 

(ｱ)社会福祉法人 

 

 

(ｱ)社会福祉法人 

(ｲ)地域介護・福祉空間整

備等施設整備交付金、介護

基盤緊急整備臨時特例交

付金、医療介護提供体制改

革推進交付金の交付の対

象である、若しくは過去に

交付の対象であった施設

を有する民間事業者 

 

(ｱ)社会福祉法人 

(ｲ)地域介護・福祉空間整

備等施設整備交付金、介護

基盤緊急整備臨時特例交

付金、医療介護提供体制改

 

３／４ 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

３／４ 

 

 

３／４ 

 

 

３／４ 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

３／４ 
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ｸ 老人福祉センター（Ａ

型） 

 

ｹ 老人福祉センター（特

Ａ型） 

 

ｺ 老人福祉センター（Ｂ

型） 

 

ｻ 老人福祉施設付設作業

所 

 

ｼ 在宅介護支援センター 

 

 

ｽ 認知症高齢者グループ

ホーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｾ 在宅複合型施設 

 

 

 

 

ｿ 生活支援ハウス 

 

 

 

 

 

ﾀ 小規模多機能型居宅介

護事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉法第１５条第５

項 

 

老人福祉法第１５条第５

項 

 

老人福祉法第１５条第５

項 

 

老人福祉法第１５条第５

項 

 

老人福祉法第１５条第２

項 

 

老人福祉法第１４条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成６年９月１４日老計

第１２０号厚生省老人保

健福祉局長通知「在宅複合

型施設の整備について」 

 

平成１２年９月２７日老

発第６５６号厚生省老人

保健福祉局長通知「高齢者

生活福祉センター運営事

業の実施について」 

 

老人福祉法第１４条 

 

 

 

 

 

 

革推進交付金の交付の対

象である、若しくは過去に

交付の対象であった施設

を有する民間事業者 

 

社会福祉法人 

 

 

社会福祉法人 

 

 

社会福祉法人 

 

 

社会福祉法人 

 

 

社会福祉法人 

 

 

(ｱ)社会福祉法人 

(ｲ)地域介護・福祉空間整

備等施設整備交付金、介護

基盤緊急整備臨時特例交

付金、医療介護提供体制改

革推進交付金の交付の対

象である、若しくは過去に

交付の対象であった施設

を有する民間事業者 

(ｳ)医療法人 

 

社会福祉法人 

 

 

 

 

社会福祉法人 

 

 

 

 

 

(ｱ)社会福祉法人 

(ｲ)地域介護・福祉空間整

備等施設整備交付金、介護

基盤緊急整備臨時特例交

付金、医療介護提供体制改

革推進交付金の交付の対

象である、若しくは過去に

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

２／３ 

 

 

２／３ 

 

 

２／３ 

 

 

３／４ 

 

 

３／４ 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

１／２ 

 

３／４ 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

３／４ 

３／４ 
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ﾁ 夜間対応型訪問介護ス

テーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾂ 介護予防拠点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾃ 地域包括支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾄ 定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾅ 看護小規模多機能型居

宅介護事業所 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉法第１４条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１８年５月２９日老

発第０５２９００１号厚

生労働省老健局長通知「地

域介護・福祉空間整備等交

付金及び地域介護･福祉空

間推進交付金の実施につ

いて」 

 

 

 

介護保険法第１１５条の

４６第２項又は第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険法第８条第１５

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険法第８条第２３

項 

 

 

 

 

交付の対象であった施設

を有する民間事業者 

 

(ｱ)社会福祉法人 

(ｲ)地域介護・福祉空間整

備等施設整備交付金、介護

基盤緊急整備臨時特例交

付金、医療介護提供体制改

革推進交付金の交付の対

象である、若しくは過去に

交付の対象であった施設

を有する民間事業者 

 

(ｱ)社会福祉法人 

(ｲ)地域介護・福祉空間整

備等施設整備交付金、介護

基盤緊急整備臨時特例交

付金、医療介護提供体制改

革推進交付金の交付の対

象である、若しくは過去に

交付の対象であった施設

を有する民間事業者 

 

(ｱ)社会福祉法人 

(ｲ)地域介護・福祉空間整

備等施設整備交付金、介護

基盤緊急整備臨時特例交

付金、医療介護提供体制改

革推進交付金の交付の対

象である、若しくは過去に

交付の対象であった施設

を有する民間事業者 

 

(ｱ)社会福祉法人 

(ｲ)地域介護・福祉空間整

備等施設整備交付金、介護

基盤緊急整備臨時特例交

付金、医療介護提供体制改

革推進交付金の交付の対

象である、若しくは過去に

交付の対象であった施設

を有する民間事業者 

 

(ｱ)社会福祉法人 

(ｲ)地域介護・福祉空間整

備等施設整備交付金、介護

基盤緊急整備臨時特例交

付金、医療介護提供体制改

革推進交付金の交付の対

 

 

 

３／４ 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

３／４ 
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ﾆ 介護老人保健施設（併設

される通所リハビリテー

ション事業実施部分を含

む） 

 

 

ﾇ 介護医療院（併設される

通所リハビリテーション

事業実施部分を含む） 

 

 

 

ﾈ 訪問看護ステーション 

 

 

 

 

 

 

 

２ その他施設 

 

 

 

 

介護保険法第９４条第１

項 

（介護保険法第４１条第

１項、及び同法第７２条第

１項） 

 

介護保険法第１０７条第

１項 

（介護保険法第４１条第

１項、及び同法第７２条第

１項） 

 

介護保険法第７０条第１

項 

 

 

 

 

 

 

別途厚生労働大臣が定め

る基準等 

象である、若しくは過去に

交付の対象であった施設

を有する民間事業者 

 

(ｱ)社会福祉法人 

(ｲ)医療法人 

(ｳ)その他厚生労働大臣が

認めた者 

 

 

(ｱ)社会福祉法人 

(ｲ)医療法人 

(ｳ)その他厚生労働大臣が

認めた者 

 

 

(ｱ)社会福祉法人 

(ｲ)医療法人 

(ｳ)過去に保健衛生施設等

施設整備費補助金の交付

の対象であった訪問看護

ステーションを有する民

間事業者 

 

社会福祉法人又は日本赤

十字社 

 

 

 

 

１／３ 

１／３ 

１／３ 

 

 

 

１／３ 

１／３ 

１／３ 

 

 

 

１／３ 

１／３ 

１／３ 

 

 

 

 

 

２／３から５／６まで 

 

 

 

 

 

別表第３（第４条関係） 

 

 算定基準 

基準額 対象経費 

厚生労働大臣に協議して承認を得た額 

※協議額１件につき８０万円以上 

老人福祉施設等の災害復旧（施設の復旧と一体的に復

旧されるものであって、厚生労働大臣が必要と認めた

復旧を含む。）に必要な工事費又は工事請負費（第３

条に定める費用を除く。）及び工事事務費（工事施工

のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、

消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等

をいい、その額は工事費又は工事請負費の２.６％に

相当する額を限度とする。） 

厚生労働大臣に協議して承認を得た額 老人福祉施設等の災害復旧（応急仮設施設整備に限

る）に必要な工事費又は工事請負費（第３条に定める

費用を除く。） 

 


